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1――はじめに 

 

本稿は 2021年第 204回通常国会で可決成立した、所有者不明土地への諸対策を行う民法等改正の解

説の第 4回目である。 

相続財産の分割手続きが進まないことが、所有不明土地発生の大きな原因と言われている。平成 28

年度の国土交通省の地籍調査（実施は市町村）では、登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の

割合が 20.1％であるが、そのうち 3分の 2が相続による所有権の移転の登記がされていないものであ

った。登記が進まないのは、登記が義務ではないことと、そもそも遺産分割が行われないことにある。 

そこで、遺産分割と相続登記を促進する施策が重要となる。この点、今回の法改正では二つの取り

組みがなされており、一つは遺産分割の期間制限であり、もう一つは相続の登記義務化である。後者

は不動産登記法の改正であるが、これは別稿（シリーズ第 6回目）で解説をする。 

本稿では、前者の遺産分割の期間制限について解説を行うこととするが、若干の前提を述べておき

たい。 

相続が発生すると、相続財産に属した一切の権利義務は相続人が継承する（民法第 896条）。相続人

が複数いる場合には、その財産は相続人間の共有となる。たとえば相続人が 3人いるとして、土地家

屋を相続した場合には、3人の共有財産になる。この共有は一般的な共有と同じものと説明されるが、

実際には遺産分割の手続きにより、権利が確定する以前の状態にあるという特徴を持つ。逆に言えば

遺産分割が行われるまでは、権利が確定した状態ではないということである。 

遺産分割にあたっては、民法にいくつかのルールが定められている。特に一部相続人が被相続人か

ら生前に財産を譲られていたり（特別受益）、相続財産の増加に一部の相続人が特別の寄与をしたり（寄

与分）、法定相続分のルールだけでは分けられないことも多い。このように特別受益や寄与分を考慮し

た、法定相続分とは異なる割合の相続分を具体的相続分と呼ぶ。遺産の分割請求には時効がなく、い

つでも分割請求が可能であり、そのため放置されるケースが多いとされる。 

今回の改正の概要としては、相続開始後 10年経過後には相続財産からの特別受益や寄与分の主張を
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認めないこととし、法定相続分で権利関係を確定するものである。 

 

2――問題の所在 

 

1｜相続財産の管理 

簡単な事例（ケース 1）で考えることとする。ある人（被相続人）が亡くなり、相続人として配偶

者と長子と次子がいるとする。相続財産は 1億の不動産のみとする。被相続人の遺言はない。この場

合、3 人（配偶者、長子、次子）の間で合意さえあれば、いかようにも分けてよいが、一応の分割基

準として法定相続分が定められている。それは配偶者が遺産の 2分の 1 を、子どもが遺産の 2分の 1

を相続するというルールである（民法第 900条第 1号）。複数の子どもがいる場合には、子ども間で分

け合うことになるが、子の間の相続割合は平等なので長子も次子も 4分の1を相続する（同条第4号）。 

若干問題がややこしくなるのは、生前贈与を受けているなどの特別受益（民法第 903条）と、相続

財産の形成に貢献したという寄与分（民法第 904条の 2）の制度があるためだ（図表 1）。 

【図表 1】 

被相続人 配偶者

次子 長子

特別受益 寄与分

相続財産

財産の増大に貢献生前贈与など
 

まず寄与分であるが、たとえば長子が被相続人の事業を手伝って財産を 2000万円増加させた場合は、

相続財産から寄与分 2000万円を控除したものを相続財産とみなして、各自の相続分を計算する。そし

て長子の相続分として計算された額に寄与分 2000万円を加算して長子の最終的な相続分とする。 

他方、次子が別に自分の家を建てるにあたって、被相続人から 1000万円の贈与を受けていた場合は、

この 1000万円を特別受益として相続財産に加算したものを相続財産とみなして、各人の相続分を計算

する。そして次子の相続分として計算された額から、1000万円を控除して次子の最終的な相続分とす

る。具体的な計算式は図表 2の通りである。 

【図表 2】ケース 1（寄与分と特別受益が認められるケース） 

配偶者 (10000万円―2000万円＋1000万円)×1/2＝4500万円 寄与分加算分

長子 (10000万円ー2000万円＋1000万円）×1/4＋2000万円＝4250万円

次子 (10000万円―2000万円＋1000万円)×1/4ー1000万円＝1250万円(ほかに生前贈与1000万円）

遺産額 寄与分 特別受益 相続割合 特別受益減算分

控除 加算  
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2｜問題となるケース 

寄与分はまず相続人の協議で定めることとされ、協議が整わないときは家庭裁判所が定める（民法

904条の 2）。ケース 1で被相続人と長子が共同事業を行っていたときに、どの程度寄与分が認められ

るか、各相続人に各々の主張があろう。また、特別受益に関していえば、たとえば被相続人が学費を

出していたとして、それが高額になるようなケースも争いになると思われる1。 

この点は不動産において特に問題となる。金銭や有価証券など現金あるいは現金化しやすいものの

分配は簡単であるが、不動産は売却するにも時間がかかる。あるいは少子高齢化・地域過疎化により

不動産マーケットの存在がないような場合に分割する意欲が相続人にない場合もある。そうこうする

うちに、相続人の一人が亡くなって相続が発生することもある。このような数次相続が発生すると問

題はさらに複雑となる。 

 

3――遺産分割の期間制限 

 

1｜特別受益・寄与分規定の不適用 

上述の通り、今回の改正は、相続開始から 10 年を経過した後の遺産分割においては、特別受益（民

法第 903 条）、寄与分（民法第 904 条の 2）の規定を適用しないとするものである（改正民法第 904

条の 3）。つまり寄与分のある相続人は寄与分を勘案した遺産分割の利益を受けることができない。ま

た、相続人から他の相続人には特別受益があるからそれを勘案して遺産分割すべきとの主張もできな

くなる。ケース１では以下の法定相続割合で確定する(図表 3)。なお、相続人全員の合意があれば、こ

の相続分と異なる遺産分割は可能である（逆に一人でも反対すれば法定相続分通りとなる）。また、

10 年経過前に協議分割を行うとする合意があれば、調停等の手続きでも法定相続分以外での分割も可

能と考えられている。 

 

【図表 3】ケース 1 で 10 年経過し、寄与分も特別受益も認められなくなった後 

配偶者 10000万円×1/2=5000万円

長子 10000万円×1/4＝2500万円

次子 10000万円×1/4=2500万円
 

 

なお、相続開始後 10 年経過した場合であっても、10 年経過前に家庭裁判所に遺産の分割の請求を

したとき、あるいは遺産の分割の請求ができないやむを得ない事由が、10 年の期間満了前 6 か月以内

にあった場合において、その事由が解消してから 6 か月以内に遺産の分割の請求を家庭裁判所に行っ

たときにはこの規定の適用はない。したがって、この規定の適用を回避するためには、相続開始後 10

年以内に家庭裁判所に遺産分割の調停等の申立を行っておく必要がある。 

 
1 一般的な学費負担は特別受益ではないが、留学費用は特別受益とされているようである。国内でも特に学費のかかる学部

などへの学費負担や長期に就学したようなケースなどでは問題になりえる。 
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ちなみに改正法施行時に相続開始後 10 年経過している相続財産については、施行後 5 年経過する

ことで法定相続分での相続が確定することになる。 

 

2｜共有物分割・持分取得・持分譲渡 

上記の通り、相続時より 10年が経過することにより共有割合が確定する。このメリットは、今回の

改正により使い勝手の良くなった共有物の分割、持分の取得、持分の譲渡を行えることにある。これ

らの制度は本シリーズ第 2回の「共有制度の見直し」で説明したところである。 

改めて概要を示すと、まず、共有物の分割や持分の取得・譲渡について、裁判によって、共有物の

現物分割、価格賠償による分割、競売による金銭分割の三つの方法が認められる（改正民法 258条）。

相続財産に属する共有物については遺産分割をまずすべきであるが、相続開始後 10年経過した後は、

この共有物分割の規定に従って、各相続人が共有物の分割を請求することができる（改正民法第 258

条の 2第 2項）こととされた。 

また、同様に所在等不明共有者の持分の取得制度も利用できる。この制度の利用は不動産に限られ

る。所在等不明共有者が持分を有する不動産が相続財産に属しており、遺産分割をすべきときであっ

ても、相続開始後 10年経過した後には、共有者（相続人）が所在等不明共有者の持分を自己に取得さ

せる旨の裁判を行うことができる（改正民法第 262条の 2）。 

最後に、所在等不明共有者の持分の譲渡制度も利用できる。この制度の利用も不動産に限られてい

る。所在等不明共有者が持分を有する不動産が相続財産に属していても、相続開始後 10年経過した後

には、共有者（相続人）が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡させる旨の裁判を行うことができ

る（改正民法第 262条の 3）。 

 

4――おわりに 

 

遺産分割については、必ずしも相続人が明らかでない場合がある。典型的には、たとえば前回の相

続時に移転登記がなされていない不動産が含まれている場合である。具体的には、今回親→子に相続

が発生したが、前回の祖父(母)→親に移転登記がない場合である。一例として、前回相続時の相続人

の範囲が明らか（たとえば相続人は親とそのきょうだいの二人のみ）で、法定相続分が算定できるの

であるが、ただし、そのとき別の相続人（きょうだい）の行方が分からず、その生死も不明（＝相続

が発生したかどうかわからない）というケースがあったとする。 

この場合、親ときょうだいの相続分が明確(1/2、1/2)であるため、今回の改正によって、相続財産

に含まれる不動産について、今回の相続開始後 10年経過すれば不動産の分割や持分の取得、譲渡権限

の取得が可能になった。 

他方、前回の相続について、たとえば被相続人のこどもが何人いたかわからないケースなど相続人

の範囲が明らかでないようなケースだとすると、今回の相続による各相続人の相続分も明らかではな

い。この場合は、今回の改正によっても対応できない。そもそも今回の各相続人がどのような割合で

権利を取得したかがわからないと手の打ちようがない。相続財産の分割手続きの迅速な処理という観

点からは甚だ不都合ではあるが、これは所有権という性格から仕方がないのかもしれない。 

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=67998?site=nli
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なお、数次相続を経るなどして、不動産登記簿の表題部所有者が不明の場合は、一定程度、表題部

所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律による対応（登記官による調査）がなされてい

る。 

次回は、所有者不明・管理者不全土地と相隣関係を解説する。 


